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■定員のある募集記事で特に記載のない場合、申し込みは 6 月 1 日から　

　先着順で受け付けます。対象は、市民または市内に勤務している人です。

小中学校プール監視員募集

教育委員会学校教育課

雇用期間　7 月 20 日～ 8 月 25 日

※土・日曜日、8 月 13 日および悪

　天候日を除く。

勤務時間　8 時 30 分～ 15 時 30 分

勤務地　市内小中学校

対象　市内在住で高校生以上 60 歳未

満の健康で泳げる人

報酬　時給 700 円

定員　各校 1 ～ 2 人

申込　教育委員会学校教育課および教

育委員会各支所（局）で配布してい

る申込用紙に必要事項を記入し、6 月

18 日まで希望する学校の所管の教

育委員会各支所（局）へ申し込み

問　教育委員会学校教育課　72-5033

消防職員募集

大崎地域広域行政事務組合

職種　消防士（上級職）

受験資格　昭和 58 年 4 月 2 日から平

成元年 4 月 1 日生まれで、大学を卒

業または卒業見込みの人

定員　7 人程度

要項・申込書　大崎地域広域行政事務

組合消防本部および各消防署で配布。

郵送を希望する場合は、封筒の表に「消

防職員採用試験案内請求」と朱書きし、

A4 判の返信用封筒（住所、氏名、郵

便番号を記入し、140 円切手を貼付）

を同封して送付ください。

受付期間　6 月 1 日～ 25 日

試験　第 1 次 :7 月 25 日

　　　第 2 次 :9 月上旬

申込　申込書に必要事項を記入し、大

崎地域広域行政事務組合消防本部管理

課人事研修係（〒 989-6171　古川北

町三丁目 2-20）まで持参または郵送

問　大崎地域広域行政事務組合消防本

　　部管理課　 22-2351

　一般事務・衛生処理施設・

　知的障害児通園施設職員募集

大崎地域広域行政事務組合

職種　事務職（上級職）技術職（電

気、上級職）保育士（中級職）

受験資格　昭和 55 年 4 月 2 日以

降に生まれ、大学を卒業または卒業見

込みの人昭和 50 年 4 月 2 日以降に

生まれ、保育士の資格を取得している

人または取得見込みの人

定員　各若干名

要項・申込書　大崎地域広域行政事務

組合総務課人事厚生係で配布。郵送を

希望する場合は、封筒の表に「職員採

用統一試験受験申込書請求」と朱書き

し、A4 判の返信用封筒（住所、氏名、

郵便番号を記入し、140 円切手を貼付）

を同封して送付ください。

受付期間　6 月 1 日～ 25 日

試験　第 1 次 :7 月 25 日

　　　第 2 次 :9 月上旬

申込　申込書に必要事項を記入し、大

崎地域広域行政事務組合総務課人事厚

生係（〒 989-6171　古川北町三丁目

2-20）まで持参または郵送

問　大崎地域広域行政事務組合総務課

　　人事厚生係　 23-2325

ひまわり生活交流体験事業参加者募集

三本木総合支所産業建設課

　大崎市の友好都市である横浜市港南

区の児童と交流を深める「ひまわり生

活体験交流事業」の参加者を募集しま

す。学校や日常生活ではできない体験

をして、夏休みの思い出を作りません

か。

期間　8 月 4 日～ 6 日（2 泊 3 日）

会場　三本木地域、国立花山少年自然

の家（栗原市）

内容　横浜市港南区の児童とのひまわ

り生活交流体験、キャンプファイヤー、

沢遊び、野外炊飯、プロジェクトアド

ベンチャー、農業体験など

対象　市内の小学 4 ～ 6 年生

定員　15 人

※申込多数の場合は抽選

参加費　7,000 円

申込　三本木総合支所産業建設課で配

布している申込用紙に必要事項を記入

し、6 月 30 日まで申し込み

問　三本木ひまわり交流協会（三本木総

　　合支所産業建設課内）　 52-5836

松山定住促進住宅入居者募集

建築住宅課

　松山定住促進住宅（旧雇用促進住宅）

の入居者を募集します。

申込　申込用紙は、建築住宅課および

各総合支所産業建設課（鳴子総合支所

は観光建設課）で配布しています。

申込資格　大崎市に定住を希望し次の

要件をすべて満たしている人　単

身もしくは親族と同居（単身の場合

は 3DK への入居は不可）入居者お

よび同居者が暴力団員でないこと世

帯の月所得額の合計が、月額家賃の 5

倍を超えること市町村税を滞納して

いないこと

※詳しくは、お問い合わせください。

受付期間　6 月 1 日～ 10 日

※住宅は 5 階建てですが、エレベー

　ターはありません。

※駐車場は、隣接の市営有料駐車場と

　なります（月額 2,100 円）。

問　建築住宅課住宅管理係　23-8054

第2弾「宝の都（くに）・大崎」

プレミアム商品券の販売

商工振興課

　厳しい経済状況の中、消費の拡大と

商店街の活性化を図るため、市内で利

用できる割り増し商品券「宝の都（く

に）・大崎」プレミアム商品券を販売

します。

発売期間　 6 月 4 日～ 5 日　

10 時～ 18 時　 6 月 7 日～売り

切れまで（土・日曜日、祝日は除く）

10 時～ 17 時

販売場所　古川 : 古川商工会議所、リ

オーネふるかわ、釜ちゃんショップほ

か　三本木 : 大崎商工会本所　松山 : 大

崎商工会松山支所　鹿島台 : 大崎商工

会鹿島台支所　田尻 : 大崎商工会田尻

支所　岩出山 : 玉造商工会岩出山事務

所　鳴子温泉 : 玉造商工会鳴子事務所、

鬼首基幹集落センター（6 月 4 日・5

日のみ）

使用期間　6 月 4 日～ 9 月 30 日

販 売 内 容　1,000 円 の 商 品 券 12 枚

12,000 円分 1 セットを 10,000 円で販売

※ 1 人 1 セットのみの販売です。

使用できる店舗　決まりしだい、市ウェ

ブサイト、古川商工会議所ウェブサイト、

新聞・チラシなどでお知らせします。

※詳しくは、お問い合わせください。

問　商工振興課　 23-7091

　　実行委員会事務局（古川商工会議

　　所内）　 24-0055

　あなたの声でまちづくり

　　　「市民意識調査」

政策課

　市民意識調査は、本市が目指す将来

像「宝の都（くに）・大崎～ずっとお

おさき・いつかはおおさき～」の実現

に向けて、市民の皆さんが市政に対し

てどのような意見や要望を持っている

のか、今後の市政運営において何が重

要だと考えているのかを把握するため

に行うものです。

　市が現在取り組んでいる重点プロ

ジェクト（大崎 20 万都市への挑戦

おおさき産業革命の推進と 1 万人

雇用機会の創出大崎市流地域自治組

織の確立）の施策に反映させるための

重要な調査となりますので、ご協力を

お願いします。

調査期間　6 月 1 日～ 21 日

対象　市民 5,000 人（15 歳以上の人

の中から無作為に抽出）

配布・回収　郵送（返信用封筒に切手

不要）

結果公表　調査結果は、広報おおさき、

市ウェブサイトで公表します。

※市民意識調査は、無作為に抽出した

　人を対象に調査票を送付します。市

　が電話や訪問などで個別に連絡する

　ことは一切ありません。

問　政策課政策企画担当　 23-2129

地球のためにクールビズ

行政改革推進課

　地球温暖化防止のためのクールビズ

運動を、6 月 1 日から 9 月 30 日まで

実施します。

　市役所で開催する会議などには、軽

装でお越しください。

クールビズの内容　冷房使用時の

室温を 28 度に設定します。職員は

「ノーネクタイ・ノー上着」で仕事を

行います。

問　行政改革推進課　 23-2285

6月 1日～7日は水道週間

水道部総務課

　「水道に 寄せる

信 頼 飲 む 安 心 」

をスローガンに、

6 月 1 日～ 7 日ま

で全国で水道週間

が展開されます。

この機会に、水や

水道のことで気に

なる疑問などを、水道部まで気軽にご

相談ください。水道について、理解と

関心を高めましょう。

問　水道部総務課　 24-1112

水道メーター定期交換

水道部給水課

　有効期限が満了となる水道メーター

の交換作業を行います。該当する個所

については事前に通知します。

　交換作業は、市が委託した水道工事

指定店が行います。

期間　6 月中旬～ 9 月下旬

場所　市内全域

対象　平成 14 年度に旧市・町が設置

した水道メーター

問　水道部給水課　 24-1111

　　子どもの火遊びによる

　　火災を防止しましょう

古川消防署

　最近、子どもが使い捨てのライター

を使って遊ぶことが増えています。

　子どもの火遊びによる火災のうち、

ライターが原因の火災が半数以上に

なっていて、5 歳未満の子どもが死亡

するケースも少なくありません。

　尊い命を守るため、重大な事故を防

ぐために次のことを注意しましょう。

防止策　子どもの手の届くところに

ライターを置かない子どもにライ

ターを触らせない子どもがライター

で火遊びしているのを見かけたら、注

意してやめさせる理解できる年齢に

なったら、子どもに火の怖さを教える

問　古川消防署予防係　 24-4358

国民年金保険料の納付案内

市民課

　国民年金保険料の納め忘れがある

と、将来受け取る老齢年金の額が減額

されたり、受けられなくなることがあ

ります。

　また、もしものときの障害年金や遺

族年金が受けられなくなる場合もあり

ます。

　そのため、日本年金機構では、納付

期限が過ぎても国民年金保険料の納付

が確認できない場合に、電話や自宅へ

の訪問による納付の案内を、民間業者

「株式会社オリエントコーポレーショ

ン」に委託して行っています。

　訪問する際は、顔写真入りの「納付

督励員証明書」を提示します。

※日本年金機構が委託業者に提供して

　いる情報は、国民年金保険料の未納

　者情報に限定しています。個人情報

　を聞き取りすることはありません。

　不審な点があれば、年金事務所また

　は市民課へご連絡ください。

問　古川年金事務所　 23-1203

　　市民課　　　　　 23-6079
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今月の納税

　　　　納期限　平成 22年 6月 30 日

■市県民税・・・・・・・・1 期
■国民健康保険税・・・・・2 期

■介護保険料・・・・・・・2 期

納税は口座振替が便利です。取扱金融
機関の窓口で簡単に手続きができます。

　　納税課収納担当　 23-5148問

家賃月額 入居人数 間取り 戸数

20,000 円 1人以上 2DK

29 戸
1階：4戸
2階：6戸
3階：7戸
4階：7戸
5階：5戸

25,000 円 2人以上 3DK

25 戸
1階：5戸
2階：6戸
3階：6戸
4階：4戸
5階：4戸


